
・ＯＢ戦は 10 分-1 分-10 分のハーフ（ランニング） 

・ＯＧ戦は 15 分ハーフ（ランニング） 

・超ＯＢ戦は 10 分ハーフ(ランニング)  

 OB 戦、OG 戦、超 OB 戦、すべてハーフタイムは５分 

「ランニング」ではフリースローとタイムアウトは時計を止め、 

残り 1 分は正式時計とし、その他の場合は、時計を止めない。 

OB・OG 会総会・懇親会のご案内                  OB・OG 会長 服部 保孝（25 回生） 

 今年は４年に一度の四校リーグの主催校そして総会の年です。総会の後には懇親会も行います。 
 四校リーグの会場は旭丘高校のすぐ北の三菱電機名古屋体育館です。リーグ戦の合間に母校を見に行

くこともできます。 
 また、OB・OG 会の運営をより効果的に行うために会則の変更と、役員の大幅な交代を予定していま

す。会報の２頁をご覧ください。 
 四校リーグそして総会で、一人でも多くのOB・OGの皆様とお会いできることを心待ちにしています。 
＜総会と懇親会について＞ 
 日時 ８月７日（日）19:00〜21:00 
 会場 北京料理 百楽 名古屋店（名古屋市中村区名駅 4-6-23 第三堀内ビル TEL 052-581-1511） 
     名古屋駅前ユニモール U５番出口すぐ 
 会費 学生 3,000 円、社会人 5,000 円 
  総会の出欠は、同封の葉書にて７月 31 日までに返信をお願いします。 
  それ以降の連絡はメールにて yhattori@concerto.plala.or.jp までお願いしま

第６７回バスケットボール四校リーグのお知らせ 

今年は２日間とも三菱電機名古屋体育館（旭丘高校北）にて行います。   

第１日 ８月７日(日)                         第２日 ８月８日(月)                   

今年度の主催は旭丘高校です。 

来年度以降、向陽→明和→菊里→旭丘 

 

 新キャプテン挨拶 

男子キャプテン  

 今年度は 2 年 8 人、1 年 17 人 マネージャー2 人の計

27 人で県大会出場を目標に練習しています。私たちは、

マンツーマンディフェンスをしっかりとし、守りで相手のリズ

ムを崩しながら、オフェンスでは外でも中でもシュートを決

められるようにしたいと思っています。そのために、フットワ

ークや体力、安定したシュート力、ペイントエリアであたり負

けしない筋力を向上させることに重点を置いて練習して行

こうと思います。日頃から、OB の方々、顧問の先生方から

ご支援をいただき感謝しています。何より､バスケットボー

ルを楽しみながら、その先の勝利を目指して精一杯努力し

ていきますので､よろしくお願いします。 

 

女子キャプテン  

 新チームは 2 年生 5 名、1 年生 7 名で活動しています。

今井、若山両コーチには引き続き指導をしていただいてい

ます。練習の中でできるだけ多くのことを吸収していきたい

と思っています。去年は人数が少なく、鯱光館工事もあっ

てなかなか思うように練習することができませんでしたが、

今年は多くの部員を迎え、人数も増えたので練習中は全

員でしっかり声を出して明るい雰囲気を作り、元気に活動

していこうと考えています。個人の努力は勿論のこと、部員

同士のコミュニケーションも大事にしながら、日々の練習に

励み、強いチームを目指していきたいです。最後になりま

したが、OB・OG 会の方々、顧問の先生方、家族や支えて

くださる周りの方々への感謝の気持ちを忘れずに日々の

活動に取り組んでいきたいと思います。応援よろしくお願

いします。 

 

時間 区分 Ａコート Ｂコート  時間 区分 Ａコート Ｂコート 

8:30 開会式  9:00 現役女子 菊里×旭丘 明和×向陽 

9:00 現役女子 明和×旭丘 菊里×向陽 10:30 現役男子 向陽×旭丘 明和×菊里 

10:30 現役男子 向陽×菊里 明和×旭丘 12:00 ﾙｰｷｰ男女 男子勝者戦 女子勝者戦 

12:00 ﾙｰｷｰ女子 旭丘×菊里 明和×向陽 13:00 現役女子 明和×菊里 向陽×旭丘 

13:00 ﾙｰｷｰ男子 向陽×菊里 明和×旭丘 14:30 現役男子 向陽×明和 旭丘×菊里 

14:00 OG 戦 明和×旭丘 向陽×菊里 16:00 閉会式 

14:45 OB 戦 明和×旭丘 向陽×菊里 

 

15:45 超 OB 戦 OG 決勝 

16:30  OB 決勝 OB３決  

愛知一中・旭丘高校バスケットボール OB・OG 会  会報 第４２号 2016 年 7 月 13 日発行 

 



 
ＯＢ・ＯＧ会規約の改定について 

 昭和 60 年（1985 年）の設定し、平成 24 年（2012 年）に第５条部分を改定し７部制とし

た規約ですが、いまひとつ時代にそぐわない部分があり、役員会に予定した役員の半分

も集まらない状況となりました。そこで、今回は第５条を廃止し、年代による部制を廃止し

副会長・幹事を、年代を定めず選出するように改定しました。また新役員案は服部敦氏

（旭丘 29 回生）を中心に、若手と、OG の積極的参加を念頭に作成しました。８月の総会

で皆様の承認が得て、新しい規約、役員の下でＯＢ・ＯＧ会を運営していきます。 

 

＜新＞愛知一中・旭丘高校バスケットボールＯＢ・ＯＧ会規約（2016 年度改定案）  
 

第１条 本会は愛知一中・旭丘高校バスケットボールＯＢ・ＯＧ会と称する。 

第２条 本会は会員の親睦をはかるとともに母校バスケットボール部の発展に寄与することを目的と

する。 

第３条 本会の事務局は「名古屋市東区出来町３－６－１５旭丘高校バスケットボール部顧問」に置く。 

第４条 本会会員は次の者とする。 

１．愛知一中・旭丘高校卒業生で、在学中にバスケットボール部に在籍した者で、本会の趣旨

に賛同する者。 

２．歴代顧問、および之に準ずる者を特別会員とする。 

第５条 本会は次の役員を置く。 
１． 会長   １名 
２． 副会長  ２～３名 
３． 会計   ２名 
４． 会計監査 ２名 
５． 幹事  数名 
６． 相談役  歴代会長、歴代顧問の代表 

第６条 １．役員会は第５条の役員によって構成する。役員会は会長の指示のもと、召集する。 
２．役員は役員会で選出し、総会の承認を得て決定する。 
３．役員の任期は４年とする。ただし、再任は妨げない。 

第７条 本会は次の事柄を行う。 
１．行事  総会  ４年に一回、四校リーグの開催校の年に行う。 

 会員の懇親会 
２．現役への援助、四校リーグの支援 
３．会報の発行（年１回、夏頃） 

第８条 本会の経費は会費および寄付金を以て充てるものとする。 
会員は年会費１口１，０００円を１口以上納入するものとする。 
ただし特別会員は会費を免除する。 

第９条 本会の会計年度は毎年４月１日にはじまり翌年３月３１日に終わる。 
なお、会計報告は役員会にて、承認の上、会報にて会員に報告する。 

第 10 条 この規約の条項の変更は、役員会の議決を以て、総会の承認のもとに行うことする。 
第 11 条 この規約は昭和６０年１月２日より施行する。 

改訂した規約は平成２８年８月７日より施行する。 
 
役員案 （任期 平成28年８月より平成32年８月）個人情報につき省略します。 



     ＜旧＞愛知一中・旭丘高校バスケットボールＯＢ・ＯＧ会規約（2012 年度改定）  
 

第１条 本会は愛知一中・旭丘高校バスケットボールＯＢ・ＯＧ会と称する。 

第２条 本会は会員の親睦をはかるとともに母校バスケットボール部の発展に寄与することを目的と

する。 

第３条 本会の事務局は「名古屋市東区出来町３－６－１５旭丘高校バスケットボール部顧問」に置く。 

第４条 本会会員は次の者とする。 

１．愛知一中・旭丘高校卒業生で、在学中にバスケットボール部に在籍した者で、本会の趣旨

に賛同する者。 

２．歴代顧問、および之に準ずる者を特別会員とする。 

第５条 本会の運営を円滑に行うため、次のように７部制とする。 

第一部：一中～旭丘１０回  第二部：１１回～２０回 

第三部：２１回～３０回  第四部：３１回～４０回 

第五部：４１回～５０回  第六部：５１回～６０回 

第六部：５１回〜５７回  第七部：５８回〜６７回（平成２７年卒） 

第６条 本会は次の役員を置く。 
７． 名誉会長 １名  
８． 会長   １名 
９． 副会長  各部１～２名 
１０． 会計   ２名 
１１． 会計監査 ２名 
１２． 幹事   各部２名程度 
１３． 相談役（歴代会長、歴代顧問の代表） 

第７条 １．役員会は第６条の役員によって構成する。役員会は会長の指示のもと、召集する。 
２．役員は役員会で選出し、総会の承認を得て決定する。 
３．役員の任期は４年とする。ただし、再任は妨げない。 

第８条 各卒業年次に１～２名の年次代表を置く。 

年次代表はその年次の会員への連絡等にあたる。(この係りは旭丘のみ設ける。） 

第９条 本会は次の事柄を行う。 
１．行事  総会  ４年に一回、四校リーグの開催校の年に行う。 

 会員の懇親会 
２．現役への援助、四校リーグの支援 
３．会報の発行（年１回、夏頃） 

第 10 条 本会の経費は会費および寄付金を以て充てるものとする。 
会員は年会費１口１，０００円を１口以上納入するものとする。 
ただし特別会員は会費を免除する。 

第 11 条 本会の会計年度は毎年４月１日にはじまり翌年３月３１日に終わる。 
なお、会計報告は役員会にて、承認の上、会報にて会員に報告する。 

第 12 条 この規約の条項の変更は、役員会の議決を以て、総会の承認のもとに行うことする。 
第 13 条 この規約は昭和６０年１月２日より施行する。 

改訂した規約は平成２４年８月１３日より施行する。 
 

役員一覧（任期 平成24年８月より平成28年８月） 個人情報につき省略します。 
 



 平成２７年度の戦績（得点は旭丘が左側です） 

   男子 女子 

年 大会名 回戦 対戦相手 得点結果 回戦 対戦相手 得点結果 

２７年 

市内県立 1 回戦 千種 ６２－９９       

オール名北 1 回戦 千種 ６５－８５       

四校リーグ 

 

  総合４位 

男子 

３位 

菊里 ７７－６４ 

女子 

４位 

菊里 ４２−７６ 

明和 ４０－５３ 明和 ３３−７７ 

向陽 ６４－１０６ 向陽 ４２−７２ 

ALL AICHI 

1 回戦 大成 ８５－４９ 棄権     

２回戦 千種 ５８－９８       

AZA 定期戦 

  瑞陵 ８２－７１   瑞陵   

  熱田 ４８－８０   熱田   

２８年 

新人戦 

1 回戦 市邨 １１０－４７ 1 守山 ６３－５３ 

２回戦 瀬戸北総合 ６７－１０８ 2 至学館 

１７８－３

４ 

総合体育大会 

1 回戦 春日井南 ６９－６７ 1 愛知 ３８－６１ 

２回戦 名古屋 ４８－１２５       

 

  愛知一中・旭丘高校バスケット部 OB・OG 会会計報告   

      
2015 年度決算報告   2016 年度予算案 

  （2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日）     （2016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日） 

（１）収入の部   （１）収入の部   

 年会費 (165 名分) 461,560   年会費（200 名分） 400,000  

 利息 116   利息 50  

 前年度からの繰越金 692,823   繰越金 867,965   

合計 1,154,499   合計 1,268,015  

      

（２）支出の部   （２）支出の部   

 通信費 76,547   通信費（返信葉書代を含む） 130,000  

 印刷費 42,228   印刷費 ５0,000  

 事務費 9,775   事務費 10,000  

 会議費 22,500   会議費 50,000  

 事業補助費（四校リーグ、新年会等） 95,984   事業補助費 200,000  

 現役補助費 39,500   現役補助費 300,000  

 繰越金 867,965   繰越金 528,015  

 合計 1,154,499   合計 1,268,015  

 

 

(3)特別会計の部   

  名簿作成準備金残高 153,299  

 

2015 年度は皆様の協力で予算の 40 万円を超える会費を集めることができました。ありがとうございます。現役が、

ルール改正のためユニフォームを新調しなければなりません。今年度は男子です。この３年ほど蓄えてきた OBOG
会費で援助させていただきます。来年度は女子の予定です。OBOG の皆様、協力をよろしくお願いします。 
 会費の納入は同封の振込用紙で 1 口 1,000 円です。できれば２口以上お願いします。なお、四校リーグや、新年

会の会場で現金での会費納入も大歓迎です。 
事務局 服部保孝(25) 近藤耕司(29) 服部敦(29) 村山浩二郎(38) 稲垣直邦(44) 井口裕之 鈴木賀央里 田代雄祐（59） 

 


